
有効期間満了日　令和１２年３月３１日　　 

熊交規第５４８号　　 

令和６年１１月１８日　　 

 

 

　　　自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う交

 　　　通警察の運営について（通達）

　令和６年５月２４日に公布された自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改

正する法律（令和６年法律第３５号。以下「改正法」という。）は、自動車の保管場所の

確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（令和６年政令第

 ３３６号）により、令和７年４月１日から施行されることとなった。

　また、改正法の施行に伴い、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令及び情報

通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和６年

政令第３３７号）及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正す

る規則（令和６年国家公安委員会規則第１７号）が本年１１月１日に交付され、令和７

年４月１日から施行されることとなるとともに、交通の方法に関する教則の一部を改正

する件（令和６年国家公安委員会告示第４７号）も本年１１月１日に公布され、保管場

 所標章等に関する改正は令和７年４月１日から施行されることとなった。

　今回施行される改正の趣旨、内容及び留意事項は別添「自動車の保管場所の確保等に

関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う交通警察の運営について（通達）」（令

和６年１１月１日付け警察庁丙規発第２５号）のとおりであるので、改正規定が円滑か

つ適切に施行され、所期の目的が達成されるよう、その周知徹底に努めるとともに関係

事務の運営に万全を期されたい。 

 

※　別添「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律等の施行

　に伴う交通警察の運営について（通達）」については警察庁ホームページをご覧く

 　ださい。


